
1 

 

 事 務 所 通 信 

小 笠 原 税 理 士 事 務 所 

〒272-0034 千葉県市川市市川 1-21-7-405 

mei_222@circus.ocn.ne.jp 

TEL 047-326-5677・FAX 047-322-5244 

 

 散歩道のあじさい 

  

①  7 月 10日・・・2020年 6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付期限 

②   7 月 31日・・・2020年 5月決算法人の確定申告期限（法人税・消費税・法人事業税等） 

③  法人税・消費税・源泉所得税の納付期限の延長手続き・・・新型コロナ感染症の影響により、法人が 

 期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、期限の延長が認められます。 

                           

   

①7月 1 日発表予定の路線価・・・国税庁は、都道府県が不動産鑑定士の評価を基にまとめる基準地価が新型 

コロナの影響で大幅に下落した場合、その地域の路線価を減額修正できる措置の導入を検討している。 

②GO TO キャンペーン・・・国土交通省は、コロナ禍で打撃を受けた観光業を支援する「GO TOキャンペーン」

を早ければ 7月にスタートする方針だ。このキャンペーンは、旅行業者を利用して国内旅行をすると、一人

1泊あたり 2万円を上限に旅費の半額を支援するもの。キャンペーンには約 1.7超円の予算。 

③消費税・簡易課税の適用をコロナで変更可能・・・新型コロナウイルスの飛沫感染防止の為に、店舗にアク

リル板や、換気扇等の購入費用が多額となるので、消費税の計算を原則課税にしたい場合は、被害が無くなっ

た日から原則 2カ月以内に書類を税務署に提出して承認を受ければ簡易課税の適用をやめることができる。 

令和 2 年 7月の税務と提出期限 

今月の気になった記事 

 

令和 2年 

 7 月号 
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Ⅰ 制度の内容（経済産業省） 

 新型コロナウイルス感染拡大により、営業自粛等により大きな影響を受ける事業者に対して、 

事業の継続を支え、再起の糧として、事業全般に広く使える給付金を給付することといした。 

 

（１）対象者 

①中小法人等 

資本金 10億円以上の大企業を除く、中小法人等を対象とし医療法人、農業法人、NPO 法人等 

②個人事業者 

 2019 年から事業により売上を得ており、今後も事業継続する意思があり、前年同月の売上比較した 

場合に売上が 50％以上減少した月があること。 

 （2）給付額の計算方法 

  給付金は、200 万円（個人事業者は 100万円）を超えない範囲で、対象月の属する事業年度の直前の事業

年度の年間事業収入から対象月の月間事業収入に 12を乗じて得た金額を差し引いた金額。 

※対象月とは、月間事業収入が、前年同月比 50％以下となる月で任意に選択した月で 2020 年 1月～12月 

  ○給付額の計算例 

   S=給付額（上限 200 万円） A=対象月の前年の年間売上 B＝対象月の売上   

        S=A-B*12 

  中小法人の例：A＝2019 年度売上 600 万円 B＝2020年 6月売上 10万円 以下＜＝2019 年 6月売上 50

万円☓50％   給付額＝600-（10*12＝120）＝480 万＞200 万円 ∴200 万円 

 （3）スケジュール 

  令和 2年 6月 29日（月）から令和 3年 1月 15日（金）まで 

 （4）申請方法と必要書類（証拠書類） 

   電子申請（例外 支援センターに書類を持参） 

（5）個人事業者の申請の流れ 

  ①申請の要件の確認と証拠書類（添付書類）を準備  

  ②仮登録（メールアドレスの入力後（申請するボタン）を押す 

  ③本登録（仮登録のメルアドにメールが届く） 

  ④マイページの作成（ID・パスワードの入力） 

  ⑤申請（マイページからの申請情報を入力して証拠書類をアップロード） 

  ⑥持続化給付金事務局で申請内容を確認 

  ⑦通常 2週間程度で、給付通知書を発送され登録された銀行口座に入金 

（6）必要な主な書類 

    ①2019年度の確定申告書類  ②対象月の売上台帳  ③通帳のコピー  ④本人確認書類 

  （7）持続化給付金は課税対象か？ 

   持続化給付金は、経営状況の厳しい事業者の事業継続支援で、使徒に制約のない資金給付です。 

 税務上は、益金（個人事業者は、総収入金額）に参入されるものです。 

 



3 

 

  

  

  

この時期、収入が無くなった親族にお金を融通するときには、贈与税の対象かをチェックしましょう！ 

問 1.贈与税とは？ 

 個人が個人から財産をもらった場合にもらった人に対して税金がかかります。 

また、この他に著しい低い価額で財産を譲り受けたり、借金を免除してもらったりしたときなど、実質的に財

産をもらったのと同様な場合にも贈与税がかかります。現在 2つの制度があります。 

 ①暦年課税制度・・・毎年 110万円以下の贈与は非課税   

（その年の 1 月 1 日～12 月 31 日までに、贈与を受けた財産の価額の合計額が 110 万以下なら申告義務は

ありません。） 

 ②相続時精算課税制度・・・父または母からの贈与で通算 2500万円以下は非課税です。 

問 2.贈与税を払う人は？ 

誰が税金を払うのか？について、間違えやすいのは、「お金をあげた方」と答える方が多いです。 

もらった人は、「経済的に苦しいのでお金をもらうので、そこから税金を払うの？」という疑問です。 

贈与税は、「お金をもらった人」は、贈与によって利益を得たので、その中から税金を払って下さいという仕

組みです。贈与税の申告は翌年 3月 15日までです。 

問 3.贈与税の非課税の範囲は？ 

贈与税の非課税となる範囲は、直系血族」「兄弟姉妹」「三親等以内の親族で生計を一にする者」からの 

生活費や教育費が主なものだが、治療費や養育費も認められる。教育費は、扶養される者からの教育上 

「通常必要」と認められる学費をいいます。 

これには条件があって、「生活費または教育費として 

必要な都度直接これらの用に充てるために贈与によって 

取得した財産」とされている。 

（注意）必要な都度とは、複数年を一度に金銭を渡した 

場合は含まれない。生活費とは、日常生活を営むのに 

必要な費用とは、社会通念上適当と認められる範囲。 

問 4.親子の借金は？ 

「将来事業が落ち着いたら返してくれ」という場合にも、契約書を作って贈与とされないように注意！ 

    

 

 

1.資金調達は、生命保険の契約者貸付金は、金利ゼロ％も 

生命保険には、解約返戻金を担保に保険会社から資金を借りることができる「契約者貸付」という制度が 

ある。借り入れの上限は、保険会社や保険の種類によって異なり、返戻金の 60～90％の範囲内のことが多

い。契約者貸付金のメリットは、金融機関の融資と比べ支払いまでの期間が短い。しかし、無利子となる期

間は 9月 30日までが多く、それ以後は通常の利息となるので注意したい。（各保険会社により若干相違あり） 

2.雇用調整助成金の無料申請支援・窓口に社労士常駐（大同生命） 

申請書の書き方が難しいと評判の「雇用調整助成金」この受給申請を無償で支援するサービスを開始した。 

社会保険労務士事務所 5千社とのネットワークを持つ「中小企業福祉事業団」との協業。1回目のみ無料 

雇用調整助成金は、新型コロナウイルスの流行で事業縮小し、従業員の雇用を維持したときに受けられる 


